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環境物品等の調達の推進に関する基本方針 

 

 この基本方針は、国（国会、各省庁、裁判所等）及び国等による環境物品等の調

達の推進等に関する法律第２条第２項の法人を定める政令（平成１２年政令第５５

６号）に規定される法人（以下「独立行政法人等」という。）が環境負荷の低減に

資する原材料、部品、製品及び役務（以下「環境物品等」という。）の調達を総合

的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団

体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の

推進に努めることが望ましい。 

 なお、国がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、

この基本方針と連携を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。 

 

１．国及び独立行政法人等による環境物品等の調達の推進に関する基本的方向 

(1) 環境物品等の調達推進の背景及び意義 

 地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大

量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、

経済社会のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革

していくことが不可欠である。このため、あらゆる分野において環境負荷の低減

に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物

品及び役務（以下「物品等」という。）に伴う環境負荷についてもこれを低減し

ていくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなけ

ればならない。 

 環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するた

めの施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの

取組を合わせて講じることが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの

物品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促

進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。また、

環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があ

るものであり、調達主体がより広範な環境保全活動を行う第一歩となるものであ

る。 

 このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす

上で、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主

体にも大きな影響力を有する国及び独立行政法人等（以下「国等」という。）が

果たす役割は極めて大きい。すなわち、国等が自ら率先して環境物品等の計画的

調達を推進し、これを呼び水とすることにより、地方公共団体や民間部門へも取

組の輪を広げ、我が国全体の環境物品等への需要の転換を促進することが重要で

ある。この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法（平成５年法

律第９１号）第２４条［環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進］及び

循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）第１９条［再生品の使

用の促進］の趣旨に則るものである。 
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 また、昨今の地球温暖化対策の重要性にかんがみ、京都議定書目標達成計画（平

成１７年４月２８日閣議決定）の確実な実施に資するため、国等は環境物品等を

率先的に調達する必要がある。 

 

(2) 環境物品等の調達推進の基本的考え方 

 国等の各機関（以下「各機関」という。）は、国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律（平成１２年法律第１００号。以下「法」という。）第７条

の規定に基づき、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の

予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るため

の方針（以下「調達方針」という。）を作成・公表し、当該調達方針に基づき、

当該年度における物品等の調達を行うこととなる。 

 その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、

調達された物品等の使用を進めていくものとする。 

 

① 物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今

後は環境保全の観点が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質な

どとともに、環境負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要

素の一つとなり、これに伴う事業者間の競争が環境物品等の普及をもたらすこ

とにつながる。各機関は、このような認識の下、環境関連法規の遵守はもちろ

んのこと、事業者のさらなる環境負荷の低減に向けた取組に配慮しつつ、でき

る限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達

を行うものとする。 
 

② 環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染、水質

汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をでき

る限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等

のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択す

る必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱

える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に重点を置いて、

物品等を調達することが必要な場合も考えられる。 

 

③ 各機関は、環境物品等の調達に当たっては、調達総量をできるだけ抑制する

よう、物品等の合理的な使用等に努めるものとし、法第１１条の規定を念頭に

置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達総量が増加すること

のないよう配慮するものとする。また、各機関は調達された環境物品等につい

て、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待される環境負荷の低減

が着実に発揮されるよう努める。 

 

 また、環境物品等の調達を推進するに当たっては、ＷＴＯ政府調達協定（特に

同協定第６条技術仕様の規定）との整合性に十分配慮し、国際貿易に対する不必
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要な障害とならないように留意する。 

 

２．特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本

的事項 

(1) 基本的考え方 

 ア．判断の基準を満たす物品等についての調達目標の設定 

 各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとにその判断の基準を満たす

もの（「特定調達物品等」という。）について、それぞれの目標の立て方に従

って、毎年度、調達目標を設定するものとする。 

 

 イ．判断の基準等の性格 

 環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多

様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調

達に当たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数

値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。 

 また、すべての環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、

判断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、各機関の調達方針におけ

る毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするために定められ

るものであり、環境物品等の調達を推進するに当たっての一つの目安を示すも

のである。したがって、判断の基準を満たす物品等が唯一の環境保全に役立つ

物品等であるとして、これのみが推奨されるものではない。各機関においては、

判断の基準を満たすことにとどまらず、環境物品等の調達推進の基本的考え方

に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷項目に配慮した、で

きる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めることが望ましい。 

 さらに、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項で

あっても環境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに調

達に当たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関

は、調達に当たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具体的かつ

明確な仕様として事前にこれを示し、調達手続の透明性や公正性を確保するも

のとする。 

 なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるものであるので、

品質、機能等、調達される物品等に期待される一般的事項及び適正な価格につ

いては別途確保される必要があるのは当然である。 

 

 ウ．特定調達品目及びその判断の基準等の見直しと追加 

 特定調達品目及びその判断の基準等は、特定調達物品等の開発・普及の状況、

科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。 

 また、今後、特定調達品目及びその判断の基準等の見直し・追加を行うに当

たっては、手続の透明性を確保しつつ、学識経験者等の意見も踏まえ、法に定

める適正な手続に従って行うものとする。 
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 エ．公共工事の取扱い 

 公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、国民経済に大き

な影響力を有し、また国等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事

を実施することは、地方公共団体や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考

えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達

品目に含めたところであり、以下の点に留意しつつ積極的にその調達を推進し

ていくものとする。 

 公共工事の目的となる工作物（建築物を含む。）は、国民の生命、生活に直

接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、

公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏ま

え、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意す

る必要がある。また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観点

からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。調達目

標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形

態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあること

などの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検

討していくものとする。 

 また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負

荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたっ

た総合的な観点からの検討を進めていくこととする。 

 

(2) 各特定調達品目及びその判断の基準等 

  別記のとおり。 

 

(3) 特定調達物品等以外の環境物品等 

 特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の状況に応じ

て、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具体的な調達の目標

を掲げて調達を推進していくものとする。 

 特に、役務については、本基本方針で特定調達品目として取り上げたものは少

数にとどまるが、特定調達物品等を用いて提供される役務なども環境負荷の低減

に潜在的に大きな効果があると考えられることから、各機関においては、これら

環境負荷の低減に資する役務についても積極的に調達方針で取り上げていくよ

う努めるものとする。 

 また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて

調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要

であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、

できるだけ初期の時点で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望

まれる。 
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３．その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 

(1) 調達の推進体制の在り方 

 各機関において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとす

る。原則として、体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者（各

省庁等にあっては局長（官房長）相当職以上の者）とするとともに、体制にはす

べての内部組織が参画することとする。なお、環境担当部局や会計・調達担当部

局が主体的に関与することが必要である。各機関は、具体的な環境物品等の調達

の推進体制を調達方針に明記する。 

 

(2) 調達方針の適用範囲 

 調達方針は原則として、各機関のすべての内部組織に適用するものとする。た

だし、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理

由を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調

達方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。 

 

(3) 調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等 

 調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の公表は、事業者によ

る環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。また、環境物品等の調達

を着実に推進していくためには、調達実績を的確に把握し、調達方針の作成に反

映させていくとともに、分かりやすい形で調達実績の概要が公表されることによ

り、環境物品等の調達の進展状況が客観的に明らかにされることが必要である。 

 

(4) 関係省庁等連絡会議の設置 

 環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため、各機関

間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡会議を設置する。 

 

(5) 職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施 

 調達実務担当者をはじめとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための

意識の啓発、実践的知識の修得等を図るため、研修や講演会その他の普及啓発な

どの積極的な実施を図る。 

 

(6) 環境物品等に関する情報の活用と提供 

 環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめた

データベースなど、既に多様なものが提供されている。このため、各機関は、提供情

報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマークや、エコ

リーフなどの第三者機関による環境ラベルの情報の十分な活用を図るとともに、温室

効果ガス削減のための新たな取組であるカーボン・オフセット認証ラベル、カーボン

フットプリントマークを参考とするなど、できる限り環境負荷の低減に資する物品等

の調達に努めることとする。また、国は、各機関における調達の推進及び事業者や国

民の環境物品等の優先的購入に資するため、環境物品等に関する適切な情報の提供と
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普及に努めることとする。 
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別 記 

 

１．定 義 

この別記において、「判断の基準」、「配慮事項」は下記のとおりとする。 

 

「判 断の基準」： 

 

「配 慮 事 項」： 

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」第 6 条第 2 項第 2
号に規定する特定調達物品等であるための基準 

特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達する

に当たって、更に配慮することが望ましい事項 

 

 

２．紙 類 

(1) 品目及び判断の基準等 

【情報用紙】 

コピー用紙 【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用

割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使

用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考４の算定式により総

合的に評価した総合評価値が80以上であること。 
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、

伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関す

る法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、

間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発

生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバー

ジンパルプには適用しない。 
③製品に総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算

値、及び評価値）が記載されていること。ただし、製品にその内訳

が記載出来ない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるように

し、参照先を明確にすること。 

 

【配慮事項】 

①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とさ

れる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出され

たものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利

用割合が可能な限り高いものであること。 

③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼

却処理時の負荷低減に配慮されていること。 
備考） １ 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれ

かをいう。 

ア．森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないよう

にするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様

性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保に
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ついて配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用

するパルプ 

イ．資源の有効活用となる再・未利用木材（廃木材、建設発生木材、低位利用木材（林地

残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり

材、小径材などの木材）及び廃植物繊維）を調達するとの方針に基づいて使用するパ

ルプ 

２ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用

割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。 
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割

合及び間伐材パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達

方針に基づいて使用するパルプをいう。 

３ 「総合評価値」とは備考４に示される Y の値をいう。 
「指標値」とは、備考４に示される x1,x2,x3,x4 の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、

備考４に示される x5,x6の指標項目ごとの値をいう。 
「評価値」とは、備考４の y1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。

４ 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 

Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5 
y1 = x1 – 20 （70≦x1≦100） 
y2 = x2 + x3 （0≦x2 + x3≦30） 
y3 = 0.5×x4 （0≦x4≦30） 
y4 = – x5 + 75 （60≦x5≦75, x5＜60→x5=60, x5＞75→x5=75） 
y5 = – 2.5x6 + 170 （62≦x6≦68, x6＜62→x6=62, x6＞68→x6=68） 

Y 及び y1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。 
Y（総合評価値）：y1,y2,y3,y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値 
y1：古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 
y2：森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数

点第二位を四捨五入した数値 
y3：その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第

二位を四捨五入した数値 
y4：白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 
y5：坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 
x1： 低保証の古紙パルプ配合率（%） 
x2：森林認証材パルプ利用割合（%） 

x2 ＝ （森林認証材パルプ／バージンパルプ）×（100－x1） 
x3：間伐材パルプ利用割合（%） 

x3 ＝ （間伐材パルプ／バージンパルプ）×（100－x1） 
x4：その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合（%） 

x4 ＝ （その他の持続可能性を目指したパルプ／バージンパルプ）×（100－x1）

x5：白色度（%） 
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内

については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場

合（意図的に白色度を下げる場合）は加点対象とならない。 
x6：坪量（g/㎡） 

坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内

については許容する。 
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５ 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、

紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品

の調達には留意が必要である。 

６ 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林から

の産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性

の証明のためのガイドライン（平成 18 年 2 月 15 日）」に準拠して行うものとする。 
ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している

原木に係る合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管して

いる者が証明書に平成 18 年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合に

は、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 

７ 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドラ

イン（平成 21 年 2 月 13 日）」に準拠して行うものとする。 

８ 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの

実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材の管理方法は「森林認証材・間伐

材に係るクレジット方式運用ガイドライン（平成 21 年 2 月 13 日）」に準拠したクレジット

方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット

方式により運用を行うことができる。 
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期

間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材とそれ以外の原料の使用量に基

づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材が等しく使われているとみなす方式をいう。

９ 平成 22 年 3 月 31 日までに製造されたコピー用紙のうち、総合評価値 70 以上 80 未満の

製品については、平成 22 年 4 月 1 日以降も特定調達物品等とみなすこととする。 

１０ 平成 21 年 4 月 1 日より前に製造されたコピー用紙のうち、「環境物品等の調達の推進

に関する基本方針」（平成 20 年 2 月 5 日変更閣議決定）のコピー用紙に係る判断の基準を

満足する製品については、当該製品に総合評価値及びその内訳を記載しない場合も特定調

達物品等とする。 
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フォーム用紙 【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。 

②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、

伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関

する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ

し、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場

から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造さ

れたバージンパルプには適用しない。 

③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/㎡以下であ

ること。 

【配慮事項】 

①製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び

焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 

②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は

持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであ

ること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合

板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源

により製造されたバージンパルプには適用しない。 

インクジェットカラ

ープリンター用塗工

紙 

【判断の基準】 

①古紙パルプ配合率70%以上であること。 

②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、

伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関

する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ

し、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場

から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造さ

れたバージンパルプには適用しない。 

③塗工量が両面で20g/㎡以下であること。ただし、片面の 大塗工

量は12g/㎡とする。 

【配慮事項】 

①製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び

焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。 

②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は

持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであ

ること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合

板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源

により製造されたバージンパルプには適用しない。 

備考） 紙の材料原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林から

の産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証

明のためのガイドライン(平成 18 年 2月 15 日)」に準拠して行うものとする。 

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木

に係る合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が

証明書に平成 18 年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイド

ラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 
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【印刷用紙】 

塗工されていない

印刷用紙 
 
 
塗工されている印

刷用紙 

【判断の基準】 
①次のいずれかの要件を満たすこと。 
ア．塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認

証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能

性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合

及び白色度を備考４の算定式により総合的に評価した総合評価値

が80以上であること。 
イ．塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証

材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性

を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及

び塗工量を備考４の算定式により総合的に評価した総合評価値が

80以上であること。 
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、

伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関す

る法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、

間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発

生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバー

ジンパルプには適用しない。 
③製品の総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算

値、及び評価値）がウエブサイト等で容易に確認できること。 
④再生利用しにくい加工が施されていないこと。 
 
【配慮事項】 
①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とさ

れる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された

ものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用

割合が可能な限り高いものであること。 
③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼

却処理時の負荷低減に配慮されていること。 
備考） １ 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれか

をいう。 

ア．森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないように

するなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の

保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について

配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパ

ルプ 

イ．資源の有効活用となる再・未利用木材（廃木材、建設発生木材、低位利用木材（林地残

材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、

小径材などの木材）及び廃植物繊維）を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ 

２ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割

合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。 
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割

合及び間伐材パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達

方針に基づいて使用するパルプをいう。 
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３ 「総合評価値」とは備考４に示される Y1又は Y2の値をいう。 
「指標値」とは、備考４に示される x1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備

考４に示される x5,x6の指標項目ごとの値をいう。 
「評価値」とは、備考４の y1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定

められた数値をいう。 

４ 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 

Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4 

Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5 
y1 = x1 – 10 （60≦x1≦100） 
y2 = x2 + x3 （0≦x2 + x3≦40） 
y3 = 0.5×x4 （0≦x4≦40） 
y4 = – x5 + 75 （60≦x5≦75, x5＜60→x5=60, x5＞75→x5=75） 
y5 = – 0.5x6 + 20 （0＜x6≦10→x6=10, 10＜x6≦20→x6=20, 20＜x6≦30→x6=30, 

x6＞30→x6=40） 

Y1,Y2及び y1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。 
Y1（塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値）：y1,y2,y3,y4の合計値を算出し小数

点以下を切り捨てた数値 
Y2（塗工されている印刷用紙に係る総合評価値）：y1,y2,y3,y5の合計値を算出し小数点

以下を切り捨てた数値 
y1：古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 
y2：森林認証材パルプ及び間伐材パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点

第二位を四捨五入した数値 
y3：その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二

位を四捨五入した数値 
y4：白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値（ファンシーペー

パー又は抄色紙（色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。）には適用しな

い。） 
ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準（印刷参照）に

示された A ランク（紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの）の紙である

場合は 5、それ以外の紙である場合は 0 
y5：塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 
x1： 低保証の古紙パルプ配合率（%） 
x2：森林認証材パルプ利用割合（%） 

x2 ＝ （森林認証材パルプ／バージンパルプ）×（100－x1） 
x3：間伐材パルプ利用割合（%） 

x3 ＝ （間伐材パルプ／バージンパルプ）×（100－x1） 
x4：その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合（%） 

x4 ＝ （その他の持続可能性を目指したパルプ／バージンパルプ）×（100－x1）

x5：白色度（%） 
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内に

ついては許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合

（意図的に白色度を下げる場合）は加点対象とならない。 
x6：塗工量（g/㎡） 

塗工量（両面への塗布量）は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。 

５ 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林から
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の産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の

証明のためのガイドライン（平成 18 年 2 月 15 日）」に準拠して行うものとする。 
ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している

原木に係る合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管して

いる者が証明書に平成 18年 4月 1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、

上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 

６ 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライ

ン（平成 21 年 2 月 13 日）」に準拠して行うものとする。 

７ 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実

配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材の管理方法は「森林認証材・間伐材に

係るクレジット方式運用ガイドライン（平成 21 年 2 月 13 日）」に準拠したクレジット方式

を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式に

より運用を行うことができる。 
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期

間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材とそれ以外の原料の使用量に基づ

き、個々の製品に対し森林認証材・間伐材が等しく使われているとみなす方式をいう。 

 
 

【衛生用紙】 

トイレット 

ペーパー 

【判断の基準】 

○古紙パルプ配合率100%であること。 

 

【配慮事項】 

○製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び焼

却処理時の負荷低減に配慮されていること。 

ティッシュ 

ペーパー 

 

 

 

(2) 目標の立て方 

各品目の当該年度の調達総重量（kg）に占める基準を満たす物品の重量（kg）の割合と

する。 
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３．文具類 

(1) 品目及び判断の基準等 

文具類共通 【判断の基準】 

○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、

紙の場合は③の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木

質が含まれる場合は②、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプ

が使用される場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。ただし、間

伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生

する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージ

ンパルプには適用しない。 

①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されている

こと。 

②間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であるこ

と、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国

又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になさ

れたものであること。 

③次の要件を満たすこと。 

ア．紙の原料は古紙パルプ配合率 50%以上であること。 

イ．紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、そ

の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地

域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされた

ものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパ

ルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木

等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな

い。 

 

【配慮事項】 

①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いもの

であること。 
②製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃

棄時の負荷低減に配慮されていること。 
③材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能

な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。た

だし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であ

る木材は除く。 
④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっ

ては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林か

ら産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバ

ージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小

径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな

い。 
注）文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及

び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基準

（●印）を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該

品目について定める判断の基準（●印）を適用する。また、適用箇所を定

めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。
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シャープペンシル 【配慮事項】 

○残芯が可能な限り少ないこと。 

シャープペンシル 

替芯 

〔判断の基準は容器に適用〕 

ボールペン 【配慮事項】 

○芯が交換できること。 

マーキングペン 【配慮事項】 

○消耗品が交換又は補充できること。 

鉛筆  

スタンプ台 【判断の基準】 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシ

ューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の

60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類

共通の判断の基準を満たすこと。 
 
【配慮事項】 

○インク又は液が補充できること。 

朱肉 【判断の基準】 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること（消耗部分を除く。）。ただ

し、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、

製品全体重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっ

ては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 

 

【配慮事項】 

○インク又は液が補充できること。 

印章セット 【配慮事項】 

○液が補充できること。 

印箱  

公印  

ゴム印  

回転ゴム印  

定規  

トレー  

消しゴム 〔判断の基準は巻紙（スリーブ）又はケースに適用〕 

ステープラー 【配慮事項】 

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は

分別の工夫がなされていること。 
ステープラー針リ

ムーバー 
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連射式クリップ

（本体） 

【判断の基準】 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること（消耗部分を除く。）。ただ

し、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、

製品全体重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっ

ては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 

事務用修正具（テ

ープ） 

【判断の基準】 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること（消耗部分を除く。）。ただ

し、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、

製品全体重量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっ

ては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 

 

【配慮事項】 

○消耗品が交換できること。 

事務用修正具（液

状） 

〔判断の基準は容器に適用〕 

クラフトテープ 【判断の基準】 

●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、

紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料

の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における

森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

 

【配慮事項】 

①粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するも

のであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 

②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

粘着テープ（布粘

着） 

【判断の基準】 

●テープ基材（ラミネート層を除く。）については再生プラスチックが

プラスチック重量の40%以上使用されていること。 

両面粘着紙テープ 【判断の基準】 

●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、

紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料

の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における

森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

 



                          

－17－ 

【配慮事項】 

○バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

製本テープ 〔判断の基準はテープ基材に適用〕 

ブックスタンド 【判断の基準】 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシュ

ーマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%

以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通

の判断の基準を満たすこと。 

ペンスタンド  

クリップケース  

はさみ 【配慮事項】 

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は

分別の工夫がなされていること。 

マグネット(玉)  

マグネット（バー）  

テープカッター  

パンチ（手動）  

モルトケース（紙

めくり用スポンジ

ケース） 

 

紙めくりクリーム 〔判断の基準は容器に適用〕 

鉛筆削（手動） 【配慮事項】 

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は

分別の工夫がなされていること。 

ＯＡクリーナー

（ウェットタイ

プ） 

【判断の基準】 

〔判断の基準は容器に適用〕 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシ

ューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の

60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類

共通の判断の基準を満たすこと。 
 
【配慮事項】 

○内容物が補充できること。 

ＯＡクリーナー

（液タイプ） 

〔判断の基準は容器に適用〕 
 
【配慮事項】 

○内容物が補充できること。 
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ダストブロワー 【判断の基準】 

●オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン（いわゆる

代替フロン）が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が

使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切

な記載がなされていること。 

レターケース  

メディアケース 【判断の基準】 

●次のいずれかの要件を満たすこと。 

①主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが

製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコン

シューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重

量の60%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文

具類共通の判断の基準を満たすこと。 

②CD及びDVD用にあっては、厚さ5mm程度以下のスリムタイプケース

であること。 

③植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認

されたものが使用されていること。 

マウスパッド  

ＯＡフィルター 

（枠あり） 

【判断の基準】 

●次のいずれかの要件を満たすこと。 

①文具類共通の判断の基準を満たすこと、又は植物を原料とするプ

ラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用さ

れていること。 

②枠部は、再生プラスチックが枠部全体重量の50%以上使用されてい

ること。 

丸刃式紙裁断機 【配慮事項】 

○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行いうるように、分離又は

分別の工夫がなされていること。 

カッターナイフ  

カッティングマッ

ト 

【配慮事項】 

○マットの両面が使用できること。 

デスクマット  

ＯＨＰフィルム 【判断の基準】 

●次のいずれかの要件を満たすこと。 

①再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されている

こと。 

②インクジェット用のものにあっては、上記①の要件を満たすこと、

又は植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が

確認されたものが使用されていること。 

絵筆 【判断の基準】 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシュ

ーマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%

以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通

の判断の基準を満たすこと。 
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絵の具 〔判断の基準は容器に適用〕 

墨汁 〔判断の基準は容器に適用〕 

のり（液状） 

（補充用を含む。） 

〔判断の基準は容器に適用〕 
 

【配慮事項】 

○内容物が補充できること。 
のり（澱粉のり） 

（補充用を含む。） 

のり（固形） 〔判断の基準は容器・ケースに適用〕 
 
【配慮事項】 

○消耗品が交換できること。 

のり（テープ） 

ファイル 【判断の基準】 

●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ

配合率 70％以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使

用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原

木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手

続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造さ

れたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残

材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用

しない。それ以外の場合にあっては、次のいずれかの要件を満たす

こと。 

①文具類共通の判断の基準を満たすこと。 

②クリアホルダーにあっては、上記①の要件を満たすこと、又は、

植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認

されたものが使用されていること。 

 

【配慮事項】 

①表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄でき

る構造になっていること。 

②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 
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バインダー 【判断の基準】 

●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料は古紙パルプ

配合率 70％以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使

用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原

木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手

続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造さ

れたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残

材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用

しない。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満

たすこと。 
 
【配慮事項】 

①表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄でき

る構造になっていること。 

②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

ファイリング用品  

アルバム  

つづりひも 【判断の基準】 

●次のいずれかの要件を満たすこと。 
①主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプ

の重量が製品全体重量の70％以上であること。また、紙の原料に

バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、

伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関

する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ

し、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場

から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造さ

れたバージンパルプには適用しない。 
②主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが

製品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコ

ンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体

重量の60%以上使用されていること。 
③上記①又は②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を

満たすこと。 
 

【配慮事項】 

○バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

カードケース  
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事務用封筒（紙製） 【判断の基準】 

●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパ

ルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当た

って、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照

らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材によ

り製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、

林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプに

は適用しない。 

 

【配慮事項】 

○バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

窓付き封筒（紙製） 【判断の基準】 

●古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパ

ルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当た

って、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照

らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材によ

り製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、

林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプに

は適用しない。〔窓部分に紙を使用している場合は、古紙パルプ配合

率の判断の基準を窓部分には適用しない。〕 

●窓部分にプラスチック製フィルムを使用している場合は、窓フィル

ムについては再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用

されていること、又は植物を原料とするプラスチックであって環境

負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 
 
【配慮事項】 

○バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

けい紙 【判断の基準】 

●古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパ起案用紙 
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ノート ルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当た

って、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照

らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材によ

り製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、

林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプに

は適用しない。 

●塗工されているものについては塗工量が両面で30ｇ/㎡以下であり、

塗工されていないものについては白色度が70%程度以下であること。

 

【配慮事項】 

○バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

パンチラベル 【配慮事項】 

○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するも

のであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 

タックラベル 【判断の基準】 

●主要材料が紙の場合にあっては、原料として使用した古紙パルプの

重量が製品全体重量の70％以上であること（粘着部分を除く。）。ま

た、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その

原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域にお

ける森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものである

こと。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・

製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により

製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあっ

ては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 

 

【配慮事項】 

①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持

続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 

②粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するも

のであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 

インデックス 

付箋紙 

付箋フィルム 【配慮事項】 

○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するも

のであること。 

黒板拭き  

ホワイトボード用

イレーザー 

 

額縁  
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ごみ箱 【判断の基準】 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシュ

ーマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%

以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通

の判断の基準を満たすこと。 

リサイクルボック

ス 

【判断の基準】 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックが製

品全体重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシュ

ーマ材料からなる再生プラスチックにあっては、製品全体重量の60%

以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通

の判断の基準を満たすこと。 

缶・ボトルつぶし

機（手動） 

 

名札（机上用）  

名札（衣服取付

型・首下げ型） 

 

鍵かけ 

（フックを含む。） 

 

チョーク 【判断の基準】 

●再生材料が製品全体重量比で10%以上使用されていること。 

グラウンド用白線 【判断の基準】 

●再生材料が製品全体重量比で70%以上使用されていること。 

梱包用バンド 【判断の基準】 

●主要材料が紙の場合にあっては、古紙パルプ配合率100％であるこ

と。 

●主要材料がプラスチックの場合にあっては、ポストコンシューマ材

料からなる再生プラスチックが製品全体重量の25%以上使用されて

いること。ただし、廃ペットボトルのリサイクル製品は除く。 

備考） １  本項の判断の基準の対象とする「ステープラー」には、針を用いない方式のものを含む。

２  「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル（フラットファイル、パイプ式ファ

イル、とじこみ表紙、ファスナー（とじ具）、コンピュータ用キャップ式等）及び穴をあけ

ずにとじる各種ファイル（フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファ

イル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Ｚ式ファイル、クリップファイル、

用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等）等をいう。 

３  「バインダー」とは、MP バインダー、リングバインダー等をいう。 

４  「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケ

ット及び仕切紙をいう。 

５  「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく

は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を

再生利用したものをいう（ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。）。

６ 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製

品をいう。 

７ 「植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、

製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的
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かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認された

ものをいう。 

８ 文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使

用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木

質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないもの

とする。 

９ 「消耗部分」とは、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換可

能な場合（カートリッジ等）は、交換可能な部分すべてを、消耗部分が交換不可能な場合

（ワンウエイ）は、当該部分（インク等）のみを製品全体重量から除く。 

１０ 「粘着部分」とは、主としてラベル等に用いる感圧接着剤を塗布した面をいう。なお、

粘着材及び剥離紙・剥離基材（台紙）を製品全体重量から除く。 

１１ ダストブロワーを、引火の危険性があり、安全性の確保を必要とする用途に使用する

場合については、当該品目に係る判断の基準は適用しないものとする。なお、その場合に

あっては、オゾン層を破壊する物質及び地球温暖化係数（地球温暖化対策の推進に関する

法律施行令（平成 11 年政令第 143 号）第４条に定められた係数）150 以上の物質が含まれ

ていないものを使用すること。 

１２ 本項の判断の基準の対象となる「メディアケース」は、FD、CD、DVD 及び MO 用とする。

１３ 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれてい

る森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、

持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18年 2月 15日)」に準拠して行うものとする。

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している

原木に係る合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管して

いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、

上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 

１４ 「スタンプ台」については、卸売業者や小売業者等が保有する在庫を販売するまでに

一定程度の期間を要することを勘案し、平成 22 年度の 1 年間は経過措置とし、この期間に

おいては、文具類共通の判断の基準を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。

 
 

 

(2) 目標の立て方 

各品目の当該年度の調達総量（点数）に占める基準を満たす物品の数量（点数）の割合

とする。 
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２０－２ 印刷 
(1) 品目及び判断の基準等 

印刷 【判断の基準】 
①印刷用紙に係る判断の基準（紙類参照）を満たす用紙が使用されて

いること。ただし、冊子形状のものについては表紙を除くものとし、

紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料

の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における

森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであるこ

と。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製

材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製

造されたバージンパルプには適用しない。 
②表１に示されたＢ、Ｃ及びＤランクの紙へのリサイクルにおいて阻

害要因となる材料が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・

目的から使用する場合は、使用部位、廃棄方法を記載すること。 
③印刷物へリサイクル適性を表示すること。 
④オフセット印刷については、植物由来の油を含有したインキであっ

て、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用さ

れていること。 
 
【配慮事項】 
①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。

②原稿入稿後から刷版作製までの工程において、デジタル化の推進等

（DTP、CTP、DDCP方式の採用等）により廃棄物の発生が可能な

限り抑制されていること。 
③印刷・加工工程上発生する損紙等のリサイクル率が可能な限り高い

こと。 
④印刷版（アルミ基材のもの）のリサイクルを行っていること。 
⑤揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。 
⑥印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使

用が可能な限り抑制されていること。 
⑦製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃

棄時の負荷低減に配慮されていること。 
⑧紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料

の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたも

のであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及

び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資

源により製造されたバージンパルプには適用しない。 
備考） １ 本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パン

フレット等の印刷とし、文具類等他の品目として調達する場合を除く。ただし、他の品目

として調達する場合にあっても、可能な限り本項の判断の基準を満たすよう努めること。

２ 判断の基準②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進センタ

ー作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考

とすること。 

３ 判断の基準③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。なお、表示方法に

ついては、「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」の検討結果を踏まえ、適切に見直

しを行うものとする。 

ア．Ａランクの材料のみ使用する場合は「印刷用の紙にリサイクルできます」 
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イ．ＡまたはＢランクの材料のみ使用（ア．の場合を除く）する場合は「板紙にリサイク

ルできます」 

ウ．ＣまたはＤランクの材料を使用する場合は「リサイクルに適さない資材を使用してい

ます」 

４ 調達を行う各機関は、表２の資材確認票を参考とし、使用される資材等について確認す

るよう留意すること。 

５ 判断の基準④の「植物由来の油を含有したインキ」とは、植物由来の油含有量の比率が、

インキの種類ごとに下表のとおり定める要件を満たすものをいう。 

インキの種類 植物由来の油含有量比率 
新聞オフ輪インキ 30%以上 
ノンヒートオフ輪インキ 30%以上 
枚葉インキ 
（ただし、金、銀、パール、白インキ） 

20%以上 
（10%以上） 

ビジネスフォームインキ 20%以上 
ヒートセットオフ輪インキ 7%以上 
各種 UV インキ 7%以上 

６ 「芳香族成分」とは、JIS K 2536 に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤

に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。 

７ 配慮事項⑤の「揮発性有機化合物の発生抑制に配慮」とは、次の配慮がなされているこ

とをいう。 

ア．インキ及び塗料の揮発性有機化合物の含有量に配慮されていること。 

イ．湿し水、洗浄剤及び廃ウェス容器等からの揮発性有機化合物の発生抑制対策を講じて

いること。 

ウ．オフセット輪転印刷で熱風乾燥印刷の場合は、揮発性有機化合物排出処理装置（脱臭

装置）を設置し適切に運転・管理していること。 

８ 配慮事項②から⑥については、日本印刷産業連合会作成の「日印産連『オフセット印刷

サービスグリーン基準』及び『グリーンプリンティング（GP）認定制度』ガイドライン」

を参考とすること。 

９ 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林から

の産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性

の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。 
ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している

原木に係る合法性の確認については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管して

いる者が証明書に平成 18 年 4 月 1 日より前に契約を締結していることを記載した場合に

は、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 
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表１ 古紙リサイクル適性ランクリスト 
  【Ａランク】 【Ｂランク】 【Ｃランク】 【Ｄランク】 

紙、板紙へのリサイク

ルにおいて阻害にな

らない 

紙へのリサイクルに

は阻害となるが、板紙

へのリサイクルには

阻害とならない 

紙、板紙へのリサイク

ルにおいて阻害になる

微量の混入でも除去

することが出来ない

ため、紙、板紙への

リサイクルが不可能

になる 
①

紙 
【普通紙】 
 アート紙／コート紙

／上質紙／中質紙／

更紙 

－ － － 

【加工紙】 
抄色紙(Ａ)*／ファン

シーペーパー(Ａ)*／
樹脂含浸紙（水溶性の

もの） 

【加工紙】 
抄色紙(Ｂ)*／ファン

シーペーパー(Ｂ)*／
ポリエチレン等樹脂

コーティング紙／ポ

リエチレン等樹脂ラ

ミネート紙／グラシ

ンペーパー／インデ

ィアペーパー 

【加工紙】 
抄色紙(Ｃ)*／ファンシ

ーペーパー(Ｃ)*／樹脂

含浸紙（水溶性のもの

を除く）／硫酸紙／タ

ーポリン紙／ロウ紙／

セロハン／合成紙／カ

ーボン紙／ノーカーボ

ン紙／感熱紙／圧着紙

【加工紙】 
捺染紙／昇華転写紙

／感熱性発泡紙／芳

香紙 

②

イ

ン

キ

類 

【通常インキ】 
凸版インキ／平版イ

ンキ（オフセットイン

キ）／溶剤型グラビア

インキ／溶剤型フレ

キソインキ／スクリ

ーンインキ 

【通常インキ】 
水性グラビアインキ

／水性フレキソイン

キ 

－ － 

【特殊インキ】 
リサイクル対応型 UV
インキ☆／オフセッ

ト用金・銀インキ／パ

ールインキ／OCR イ

ンキ（油性） 

【特殊インキ】 
UV インキ／グラビア

用金・銀インキ／OCR 
UV インキ／EB イン

キ／蛍光インキ 

【特殊インキ】 
感熱インキ／減感イン

キ／磁性インキ 

【特殊インキ】 
昇華性インキ／発泡

インキ／芳香インキ

【特殊加工】 
OP ニス 

－ － － 

③

加

工

資

材 

【製本加工】 
製本用針金／ホッチ

キス等／難細裂化

EVA 系ホットメルト

☆／PUR 系ホットメ

ルト☆／水溶性のり 

【製本加工】 
製本用糸／EVA 系ホ

ットメルト 

【製本加工】 
クロス貼り（布クロス、

紙クロス） 

－ 

【表面加工】 
光沢コート(ニス引き、

プレスコート） 

【表面加工】 
光沢ラミネート（PP
貼り）／UV コート、

UV ラミコート／箔押

し 

 
－ 

－ 
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【その他加工】 
リサイクル対応型シ

ール（全離解可能粘着

紙）☆ 

【その他加工】 
シール（リサイクル対

応型を除く） 

【その他加工】 
立体印刷物（レンチキ

ュラーレンズ使用） 

－ 

④

そ

の

他 

－ 【異物】 
粘着テープ（リサイク

ル対応型） 

【異物】 
石／ガラス／金物（製

本用ホッチキス、針金

等除く）／土砂／木片

／プラスチック類／布

類／建材（石こうボー

ド等）／不織布／粘着

テープ（リサイクル対

応型を除く） 

【異物】 
芳香付録品（芳香剤、

香水、口紅等） 

注１ ☆印の資材（難細裂化 EVA 系ホットメルト、PUR 系ホットメルト、リサイクル対応型 UV イン

キ、リサイクル対応型シール）は、日本印刷産業連合会の「リサイクル対応型印刷資材データ

ベース」に掲載されていることを確認すること。 
注２ * 印の資材（抄色紙、ファンシーペーパー）は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されて

いる各製品のリサイクル適性を確認すること。 
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表２ 資材確認票の様式（例） 

作成年月日：   年  月  日

                      御中 
件名：                      
 

資 材 確 認 票 
 

○○印刷株式会社
 
 

 

印刷資材 使用 
有無 

リサイクル

適性ランク
資材の種類 製造元・銘柄名 備考 

用紙 

本文 ○ Ａ 上質紙 ○○製紙／○○  
表紙 ○ Ａ コート紙 ○○製紙／○○  
見返し ○ Ａ 上質紙 ○○製紙／○○  
カバー － －    
      
      

インキ類 

○ Ａ 平版インキ ○○インキ／○○  
     
     
     

加工 
製本加工 ○ Ａ PUR 系ホットメルト ○○化学／○○  
表面加工 ○ Ａ OP ニス ○○化学／○○  
その他加工 － －    

その他 

     
     
     
     

 
↓ 
 

 

使用資材 リサイクル適性 判別

Ａランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます ○ 

ＡまたはＢランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできます  

ＣまたはＤランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  

注 資材確認票に記入する印刷資材は、 新の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」に掲載

された古紙リサイクル適性ランクリストを参照すること。 
 
 
(2) 目標の立て方 

当該年度に調達する印刷（他の役務の一部として発注される印刷を含む。）の総件数に

占める基準を満たす印刷の件数の割合とする。 
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